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三豊市と協定を結びます。③

②現状維持にとどまらず、質的向上を図る活動計画を作りましょう。

活動計画の例

点検・準備

施設の寿命を縮める
劣化がないか点検

農地・水

向上

（施設の長寿命化

など）

農村環境

向上

資源の

適切な

保全管理

（生態系保全、

　　　景観形成など）

誘

導

部

分

基

礎

部

分

計画・啓発 実 践 活 動

協定のイメージ 国・県・市による支援の水準

活動組織

活動計画の作成

協定の締結と助成

（１０a当たり単価）

上記は、共同活動部分への支援金額

（営農活動への支援金額については、現在未定）

国県市費の合計

水 田 ４,４００円／１０a

２,８００円／１０a

４００円／１０a

畑

草 地

助言、指導

実践状況確認等

規約の作成

活動計画の作成

活動の実施

実施状況等の報告

協 定

きめ細かな補修、保
全の役割分担

地域住民やNPO等
を交えた話し合い

地域全体への啓発・
普及

施設の機能に支障が
生じていないか点検

実践活動の年間計画
を策定

破損部分をこ
まめに補修

ゲートの保守
管理の徹底

生き物調査の
実施

水路沿いに花
の植付

水路の川ざら
い、草刈り

農道への砂利
の補充
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　地域ぐるみでの農地や水を守る効果の高い共同活動と、環境保全に向けた営農活動を支援します。

新しい制度が始まります

集落の資源・環境を守ろう

問い合わせ　農林水産課 ☎６２-１１２８　または各支所事業課

～農地・水・環境保全向上対策～

支援を受けるには？◎

◎

※平成１９年度から本格的に施策が導入
　されます。

※共同活動だけでも支援を受けられます

まず、農業者以外の人（組織）を含めた活動組織を作りましょう。

営農活動への支援
地域の環境保全に向けた先進的な営農活動を支援

取組面積に応じた支払＋集落等を単位とする支援

農地・水等を守り、質を高める効果の高い共同活動を支援■ため池の草刈り

■土づくり、
　化学肥料・農薬の低減

■アイガモ農法

平成１８年度は、全国約６００の地域で、
共同活動に対してモデル的な支援を
行います。

共同活動への支援

農地面積支払

事業の手続き

活動組織の構成例

施策の概要

活動組織と規約の作成

農業者 農業者 農業者

消防団

自治会

消防団
学校
PTA

地域
住民 地域

住民

都市
住民

学校
PTA

NPO
企業等

自治会

地域住民
参加型

地域内
交流型

都市・農村
交流型

自治会

地域住民 水土里ネット
JA等

水土里ネット
JA等 水土里ネット

JA等

①規約の作成

②活動計画の作成

（都道府県、県水土里ネット、他）

⑦活動の実施

⑥助成⑤承認④申請・報告

③協定締結

⑧履行確認

三 豊 市

活動組織

地域協議会

■水路の生き物調査

▲

　農地・農業用水などの施設は、農家・水利組合が中心になって保全管理を行ってきましたが、農家の
高齢化や混住化により適切な保全管理が困難になってきています。このような中で集落の機能を守って
いくためには、今まで以上の取り組みが欠かせなくなります。
　この対策は、施設の恩恵を受ける地域の方々が共同で、施設の長寿命化や環境を良くしようという活
動に対して助成する事業です。

①


